
 

 

計 ６，５３４億円 
（一般会計６，３８８億円  特別会計１４７億円） 

Ｉ 東日本大震災に係る復興支援                                ２，５９２億円 
〔一般会計：２，５９１億円 特別会計：１.７億円〕 

 
第１ 地域での暮らしの再生                          ２,３３３億円 

【医療・福祉サービス・コミュニティの再生】 
１ 地域医療提供体制の再構築                              ７２０億円 

２ 地域包括ケアの再構築                    １１９億円 

３ 地域の「絆」の再構築等                    ２０２億円 

４ 障害福祉サービスの再構築                                    ２０億円 

５ 子育てサービスの再構築                    １６億円 

【医療機器創出を通じた東北地方の再生】 
１ 東北発の革新的医療機器創出・開発促進事業の実施          ４３億円 

 【被災者の健康確保】 
１ 被災者の健康の確保                       ２９億円 

２ 被災者の心のケア                                         ２８億円 

 【復旧への追加的支援】 
１ 被災施設の災害復旧等                     ６２８億円 

２ 被災者等への支援                                          ５２７億円 

第２ 原子力災害からの復興                       ４．３億円 
〔一般会計：２．６億円 特別会計：１．７億円〕 

第３ 今後の災害への備え                       ２５６億円 
 

 

Ⅱ 復興・円高対応のための雇用対策                       ３，９２５億円 
〔一般会計：３，７８０億円 特別会計：１４５億円〕  

１ 被災地の本格的な雇用復興のための産業政策と一体となった雇用機会創出へ

の支援                                                 １，５１０億円 

２ 震災及び円高の影響による失業者の雇用機会創出への支援  ２，０００億円 

３ 震災や円高の影響を受けた者への就職支援                    ２４２億円 

４ ハローワークの機能・体制強化                               １６億円 

５ 職業訓練の拡充等                       １５６億円 

６ 労働者の労働条件の確保等                                  ８０百万円 
 

Ⅲ その他 
 

台風等による被害を受けた水道施設等の復旧              １７億円 

東日本大震災復興交付金                   （内閣府で計上） 
 
※ この他、 

・基礎年金国庫負担２分の１のための所要額の繰り入れ（2.4兆円）（厚生労働省分） 

・B型肝炎訴訟の給付金等の支払いのための基金の設置（480億円） 

・「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づく補正減額 

（▲１,050億円） 

  平成２３年度厚生労働省第三次補正予算（案）の概要 
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１ 地域医療提供体制の再構築（地域医療再生基金の積み増し（被災３県））    ７２０億円 

地域医療に甚大な被害を受けた地域において、切れ目なく医療サービスの提供を

行う新たな体制を構築するため、被災３県が策定する医療の復興計画に基づく以下

の事業に対して財政支援を行う。 

① 医療機関等の再整備 

以下のような観点から民間を含む被災医療機関等の再整備を進め、医療機能の

分化、集約・連携による医療提供体制の強化・効率化を図る。 

・ 機能強化を行う病院と後方支援病院として機能する病院との機能分化 

・ 診療所の在宅当番医制への参加 

・ 在宅医療の連携拠点となる医療機関（在宅療養支援病院・診療所）の 

整備等による在宅医療の推進 など 

② 医療機関相互の情報連携の基盤整備 

③ 医師、看護師等の人材の確保 など 

 

２ 地域包括ケアの再構築（介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増し（被災県）） 

    １１９億円 

日常生活圏で医療・介護等のサービスを一体的・継続的に提供する「地域包括ケ

ア」の体制を整備するため、被災市町村が策定する復興計画等に基づく以下の事業

に対して財政支援を行う。 

① 地域包括ケアの拠点整備等 

小規模の特別養護老人ホーム・グループホーム等に加え、在宅サービス等を行

う拠点を整備 など 

② 介護等のサポート拠点の整備 

長期化する避難生活による高齢者等の日常生活を支えるため、当面必要となる、

介護等のサポート施設（応急仮設住宅での総合相談、高齢者等の活動支援等を包

括的に提供）を整備する。 

Ⅰ 東日本大震災に係る復興支援      ２，５９２億円 

第１ 地域での暮らしの再生         ２，３３３億円 

【医療・福祉サービス・コミュ二ティの再生】 

被災地域の暮らしを再生し、少子高齢社会のモデルとなるよう、医療・

福祉サービスの提供体制と地域コミュニティを再構築する。 
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３ 地域の「絆」の再構築等（緊急雇用創出事業臨時特例基金（住まい対策拡充等支援事業分） 

の積み増し（全国））                            ２０２億円 

地域において「絆」やつながりを再構築し、高齢者、障害者、生活に困窮してい

る方等の生活を支えるため、以下の事業に対して財政支援を行う。 

・ 「社会的包摂」を進めるための地域の取組支援 

（NPO 法人等による巡回訪問による状況把握や見守り等の支援） 

・ 「生活再建サポーター」の配置等による被災生活保護受給者への個別支援  

など 

 

４ 障害福祉サービスの再構築（障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し（被災３県））                                           

２０億円 

被災地の障害福祉サービス事業所において、引き続き安定したサービスの提供を

行うことができるよう、以下の事業に対して財政支援を行う。 

① 障害福祉サービス復興支援拠点（仮称）を整備し、以下の支援等を実施 

・ 障害者就労支援事業所の業務受注の確保及び流通経路の再建の取組 

・ 障害者自立支援法・児童福祉法に基づく新体系サービスへの移行 

・ 発達障害児・者のニーズに応じたサービス等の提供 

② 居宅介護事業所等の事業再開に向けた施設整備 など 

 

５ 子育てサービスの再構築（安心子ども基金の積み増し(被災県)）            １６億円 

被災地での保育所等の復興に当たり、子育てサービスを総合的・一体的に行う基

盤を整備・強化できるよう、被災市町村が策定する復興計画に基づく以下の子育て

関係施設の複合化、多機能化を行う場合に重点的な財政措置を行う。 

・ 認定こども園、地域子育て支援拠点などの合築による複合化 

・ 通常の保育に加え、延長保育、病児等一時預かりなども行う多機能化 
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１ 東北発の革新的医療機器創出・開発促進事業の実施（地域医療再生基金の積み増し（被

災３県））                                                     ４３億円 

東北地方の強みを活かした革新的な医療機器の創出を通じて、企業誘致及び雇用

創出を図り、東北地方の地域経済活動を再生するため、税制措置や薬事規制の緩和

措置等を組み合わせた「復興特区」構想を推進する。（経済産業省とも連携） 

・  被災３県の企業・大学・医療機関の連携による臨床試験等について財政支援 

（５年間） 

 

 

 

 

 

１ 被災者の健康の確保（介護基盤緊急整備等臨時特例基金の積み増し（被災県）） 

      ２９億円 

仮設住宅等での生活の長期化等による健康状態の悪化を防ぐため、以下の事業に

対して財政支援を行う。 

・  仮設住宅への巡回保健指導、栄養・食生活指導 

・ 潜在保健師等の活用による人材確保  

・ 自治体等の関係者が集まる連絡協議会による健康支援策の策定 など 

 

２ 被災者の心のケア（障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増し（被災３県）等）     

   ２８億円 

被災者の方々に対して中長期的な心のケアを行うため、以下の事業に対して財政

支援を行う。 

① 被災者の支援 

・ 心のケアの必要な方に対する保健所等を中心とした相談対応 

・ 看護師等による仮設住宅等へのアウトリーチ（訪問支援） など 

② 心のケアを支援するための拠点整備 

・ 心のケアセンター（仮称）（心のケアの支援拠点）の設置（被災県） 

・ 全国的な拠点としての「災害時心のケア研究・支援センター（仮称）」の設

置 

 

【医療機器創出を通じた東北地方の再生】 

革新的な医療機器の創出を通じて、医療イノベーションと東北地方の

地域経済の再生を図る。 
 

【被災者の健康確保】 

  被災者の方々の心とからだの健康を確保する。 
 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

１ 被災施設の災害復旧等                                           ６２８億円 

①被災施設の災害復旧等（１次補正の追加財政措置等 ）                  ５９４億円 

各種施設の災害復旧を引き続き進めるため、医療施設、社会福祉施設、保健衛生

施設、水道施設等の施設整備等について所要の追加財政措置等を行う。 

 

②被災した生活衛生関係営業者への支援（１次補正の追加財政措置等）     ３４億円 

（株）日本政策金融公庫の行う貸付期間の延長等の優遇を実施するとともに、円

高対応として設備資金への低利融資を行うため、これらに必要な利子補給の資金を

追加出資する。 

また、店舗の再建が困難な生活衛生関係営業者の支援を行う。 

 

２ 被災者等への支援                                               ５２７億円 

①災害救助法による災害救助（１次補正の追加財政措置）           ３０１億円 

災害救助法の規定に基づき、被災県からの応援要請により、他の自治体が被災者

を受け入れるなどの救助に要した費用について所要の追加財政措置を行う。 
   

②生活福祉資金や母子寡婦福祉貸付金の確保                        １８１億円 

被災者の方々に対する生活福祉資金の貸付や母子寡婦福祉資金に必要な原資の確

保を行う。 

 

③国民健康保険の保険者等への支援                                  １５億円 

被災者の方々の固定資産税の課税免除に伴う国民健康保険料（税）の収入の減少

に対する保険者への財政支援等を行う。 

 

④介護福祉士等修学資金貸付金の確保                                １７億円 

被災地の福祉・介護人材を確保するため、被災学生に対する介護福祉士等修学資

金の貸付に必要な原資の確保を行う。 

 

⑤社会福祉施設職員等の退職手当共済の確保               １５億円 

被災地の社会福祉施設職員等の退職手当の支給に必要な財政支援を行う。 

 

 

【復旧への追加的支援】 

  被災地の復旧等を図るため、一次補正予算等の措置に加えて追加的に

必要となる支援を行う。 
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①食品中の放射性物質の規制値の設定等                  ２．１億円 

食品中の放射性物質の安全対策を強化するため、現在の暫定規制値に代わる新た

な規制値を設定することとし、それに伴う食品の汚染状況や摂取状況の調査等を行

う。 

             

②東京電力福島第一原発の緊急作業従事者に対する健康管理対策      １．７億円 
【うち特別会計：１．７億円】 

東京電力福島第一原発での緊急作業に係る被ばく防護措置等について立入調査等

による適切な指導を行うとともに、緊急作業従事者に係る被ばく線量等管理データ

ベースの運用及び健康相談窓口の設置を行う。 

 

③さい帯血公開検索システムの機能強化等                ５３百万円 

被ばく等による造血機能の障害に対して有用な治療法のさい帯血移植を迅速に提

供できる体制を整えるため、日本さい帯血バンクネットワークの「さい帯血公開検

索システム」の機能強化を行う。 

  

第２ 原子力災害からの復興          ４．３億円 

原子力災害からの復興に向けて、暫定規制値に代わる新たな規制値の設

定を行うとともに、東京電力福島第一原発での緊急作業に従事する方々の

健康管理対策などを進める。 
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①医療施設等の防災対策の推進（医療施設耐震化基金の積み増し（全国）等） 

  ２１６億円 

・ 災害の発生時にも医療を継続して提供できるよう、災害拠点病院等の耐震化整

備に対して財政支援を行う。 

・ 災害拠点病院等の自家発電設備等の整備や、災害派遣医療チーム（DMAT）が携

行する通信機器等の整備に対して財政支援を行う。 

 

②医療施設等への融資                                   ２億円 

（独）福祉医療機構の災害拠点病院等に対する貸付利率等の優遇の実施に必要な

利子補給等の資金を追加出資する。 

（財政投融資の追加  ６４億円） 

 

③社会福祉施設等の防災対策の推進（社会福祉施設等耐震化等臨時特例基金の積み増し（全

国））                                      ２７億円 

災害時に避難することが困難な方が多く入所する施設の安全確保のため、耐震化

整備に対して財政支援を行う。 

 

④国の施設等の耐震化等                        １０億円 

国の施設等について耐震化整備等を図る。 

 

⑤健康情報の共有システムの整備                  ３７百万円 

災害時に早期かつ効果的に保健活動を実施するため、被災者の健康情報を国と地

方公共団体等の間で共有するためのシステム整備を行う。 

  

⑥（社）日本透析医会災害情報ネットワークシステムの機能強化      １１百万円 

携帯電話による受信や地図情報も含んだ配信等ができるよう、被災した人工透析

患者及び受け入れ医療機関の状況の把握等ができるシステムの機能強化を行う。 

 

 

 

第３ 今後の災害への備え            ２５６億円 

今後の災害への備えを図るため、全国での耐震化等の防災対策を推進す

る。 
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１ 被災地の本格的な雇用復興のための産業政策と一体となった雇用機会創出への支

援（「重点分野雇用創造事業」の基金の積み増し（被災県））             １，５１０億円 

（被災地での安定雇用の創出）                                  

被災地の本格的な雇用の復興を図るため、産業施策の観点から、国や地方自治体

の補助・政策金融等の対象となり、将来的に被災地の雇用創出の中核となることが

期待される事業において、被災者を雇用する場合に支援を行う「事業復興型雇用創

出事業」を創設する。 

 

（被災地での雇用モデルの創造）                                   

被災地での全員参加・世代継承型の雇用創出を推進するため、高齢者から若者へ

の技能伝承、女性・障害者等の活用など雇用面でのモデル性があり、将来的な事業

の自立による雇用創出が期待される事業を地方自治体が民間企業・ＮＰＯ等に委託

して実施する「生涯現役・全員参加・世代継承型雇用創出事業」を創設する。 

 

２ 震災及び円高の影響による失業者の雇用機会創出への支援（「重点分野雇用創造事業」

の基金の積み増し（全国））                                  ２，０００億円 

被災者を含めた震災及び円高の影響による失業者の雇用の場を確保し生活の安定

を図るため、都道府県又は市町村による直接雇用又は民間企業・ＮＰＯ等への委託

による雇用を創出する「震災等緊急雇用対応事業」を実施する（震災対応事業の拡

充・延長）。 

 

３ 震災や円高の影響を受けた者への就職支援                         ２４２億円 
【うち特別会計：６億円】 

①雇用調整助成金等の拡充                          （制度見直し） 

・ 円高により事業縮小を行う企業の雇用維持努力を支援する「雇用調整助成金」

について、最近３か月としている生産量等の確認期間を１か月に短縮する等の要

件緩和を行う。 

・ 被災者雇用の更なる促進を図るため、「被災者雇用開発助成金」について、被災

者を１０人以上雇い入れる事業主に対して奨励金の上乗せを行う。 

Ⅱ 復興・円高対応のための雇用対策     ３,９２５億円 

被災地の本格的な復興を支えるとともに、急激な円高による雇用への影

響等に対応するため、被災地等の雇用を創出し、就業支援や職業訓練の拡

充のほか、適正な労働条件の確保を行う。 
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②新卒者等の就職支援（「緊急人材育成・就職支援基金」の積み増し（全国）等） 

       ２３７億円 
【うち特別会計：１.１億円】 

・ 震災や円高の影響を受けた新卒者等の就職支援のため、卒業後３年以内の被災

既卒者を雇用した場合の奨励金の支給を延長等するとともに、ジョブサポーター

の増員を図る。 

・ 被災地において、就職面接の機会を継続的に提供する。 

 

③障害者の就職支援                                     ８７百万円 
【うち特別会計：８７百万円】 

・ 実習型雇用支援事業の対象となる被災障害者について、被災地の企業での実習

期間終了後に正規雇入れをした場合の「正規雇用奨励金」を拡充する。 

・ 被災地の「障害者就業・生活支援センター」について、きめ細かな就業支援等

を行うために、就業支援担当者等を追加配置するとともに、被災地の「地域障害

者職業センター」について、障害者の職場適応を容易にするジョブコーチ等の増

員を行う。 

 

④長期失業者の就職支援                        ８３百万円 
【うち特別会計：８３百万円】 

被災地等での長期失業者及び長期失業に至る可能性の高い求職者を対象として、

民間職業紹介事業者への委託によるキャリアコンサルティングや就職支援セミナー

等を実施する。 

 

⑤農林漁業者の就労支援                       １．５億円 
【うち特別会計：１．５億円】 

・ 農林漁業者の就労促進を図るため、被災地等のハローワークに設置している「農

林漁業就職支援コーナー」の体制強化等を行う。 

・ 中高年齢の農漁業者の就労を支援するため、被災地の農業法人等が雇用する農

漁業者に対し更なる職業知識の取得のための講習費用の支援を行う。 

 

⑥復興工事に従事する建設労働者の教育訓練・雇用改善          １．６億円 
 【うち特別会計：１．６億円】 

・ 被災地の中小建設事業主が行う教育訓練や雇用管理改善の取り組みに対して支

給する助成金について助成率の引き上げ等を行う。 

・ 合宿形式による失業者向け短期集中の建設技能訓練に対する支援を行う。 
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４ ハローワークの機能・体制強化                                      １６億円 
   【うち特別会計：１６億円】 

・ 被災地のハローワークについて、被災地以外からの職員の派遣等により、窓口

体制の強化を図る。 

・ ハローワークにおいて、復旧事業の受注企業等に対する積極的な求人開拓、被

災者に対する適切な職業訓練への誘導や訓練修了後の担当者制による支援等を行

う。 
 

５ 職業訓練の拡充等                           １５６億円 
【うち特別会計：１２３億円】 

①公的職業訓練の拡充                                           １５１億円 
      【うち特別会計：１１９億円】 

（一般会計からの繰入：３３億円） 

被災地の復旧・復興に必要な人材や、環境・エネルギー分野等の成長分野での人

材育成を進めるとともに、急速な円高による雇用への影響も考慮し、公共職業訓練

及び求職者支援訓練の訓練規模等を拡充する。 

 

②キャリア形成促進助成金の拡充                                   ４．４億円 
            【うち特別会計：４．４億円】  

被災地の復旧・復興や、急速な円高の影響を受けた企業の新たな事業展開に資す

る能力開発を行う事業主に対して、「キャリア形成促進助成金」の助成率の引き上げ

等を行う。 

 

③成長分野等人材育成支援事業の拡充                             （制度見直し） 

・ 円高による雇用の海外流出の防止を図るため、成長分野の事業主が、成長分野

以外の産業から労働者を移籍により受け入れ、必要な職業訓練を行う場合に、Ｏ

ＪＴも含め助成を行う。 

・ 大学院等での先進的、高度な教育訓練により、地域の産業の高度化や新産業創

出を担う中核人材を育成する中小企業事業主に対して、授業料及び住居費等の助

成を行う。 
 

６ 労働者の労働条件の確保等                      ８０百万円 
 【うち特別会計：２８百万円】 

被災地域での労働条件に関する労使からの相談に対応するため、労働基準監督署

の体制を強化する。 
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○ 台風等による被害を受けた水道施設等の復旧にかかる施設整備等に対する所要の財 

政措置を行う。（１７億円） 

○ 被災地方公共団体が自らの復興プランの下に進める地域づくりのための「東日本 

大震災復興交付金」（内閣府で計上、１．６兆円。厚生労働省の対象事業は、医療施設 

耐震化事業、介護基盤復興まちづくり整備事業、保育所等の複合化・多機能化推進事 

業） 

 

※ その他 

・ １次補正で震災復興のために転用された平成 23 年度基礎年金国庫負担２分の１のため

の所要額の繰り入れ（２．４兆円）（厚生労働省分） 

 

・ 厚生労働省の基金の剰余金の返納等による、Ｂ型肝炎訴訟の給付金等の支払いのため

の基金の設置（４８０億円） ※所要の法律案を臨時国会に提出予定 

 

・ 「平成 23 年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づく補正減額（▲

1,050 億円） 

Ⅲ その他 
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Ⅰ　東日本大震災に係る復興支援

第１　地域での暮らしの再生

項　　　　　目 担当部局課室名

【医療・福祉サービス・コミュニティの再生】

１　地域医療提供体制の再構築
医政局指導課（内２５５７）
医政局看護課（内４１７３）
医政局研究開発振興課（内２６８４）

２　地域包括ケアの再構築
老健局高齢者支援課（内３９２８）
老健局振興課（内３９３４）

３　地域の「絆」の再構築等
社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５７）
社会・援護局（社会）保護課（内２８２４）

４　障害福祉サービスの再構築 障害保健福祉部障害福祉課（内３０３５）

５　子育てサービスの再構築 雇用均等・児童家庭局総務課（内７８３０）

【医療機器創出を通じた東北地方の再生】

１　東北発の革新的医療機器創出・開発促進事業の実施
大臣官房厚生科学課（内３８０５）
医政局経済課、医政局研究開発振興課（内２５８５）

【被災者の健康確保】

１　被災者の健康の確保
健康局総務課保健指導室（内２３９８）
健康局総務課生活習慣病対策室（内２３９６）

２　被災者の心のケア 障害保健福祉部精神・障害保健課（内３０５９）

【復旧への追加的支援】

１　被災施設の災害復旧等

　①被災施設の災害復旧等

医政局指導課（内２５５０）
医政局医事課（内４１２５）
医政局歯科保健課（内２５８３）
医政局看護課（内４１７３）
医政局国立病院課（内２６１３）
健康局総務課指導調査室（内２３２２）
健康局水道課（内４０２６）
雇用均等・児童家庭局総務課（内７８３０）

　②被災した生活衛生関係営業者への支援 健康局生活衛生課（内２４３７）

２　被災者等への支援

　①災害救助法による災害援助 社会・援護局（社会）総務課災害救助・救援対策室（内２８１９）

　②生活福祉資金や母子寡婦福祉貸付金の確保
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８９２）
社会・援護局（社会）地域福祉課（内２８５７）

　③国民健康保険の保険者等への支援 保険局国民健康保険課（内３２５６）

　④介護福祉士等修学資金貸付金の確保 社会・援護局（社会）福祉基盤課（内２８４５）

　⑤社会福祉施設職員等の退職手当共済の確保 社会・援護局（社会）福祉基盤課（内２８６６）

第２　原子力災害からの復興

項　　　　　目 担当部局課室名

　① 食品中の放射性物質の規制値の設定等 食品安全部基準審査課（内２４８２）

　② 東京電力福島第一原発の緊急作業従事者に対する健康管理対策 労働基準局安全衛生部労働衛生課（内５４９６）

　③ さい帯血公開検索システムの機能強化等 健康局疾病対策課臓器移植対策室（内２３６３）

第３　今後の災害への備え

項　　　　　目 担当部局課室名

　①医療施設等の防災対策の推進 医政局指導課（内２５５１）

　②医療施設等への融資
医政局総務課（内２５２０）
社会・援護局（社会）福祉基盤課（内２８６６）

　③社会福祉施設等の防災対策の推進 社会・援護局（社会）福祉基盤課（内２８６４）

　④国の施設等の耐震化等

大臣官房厚生科学課（内３８１２）
雇用均等・児童家庭局家庭福祉課（内７８８７）
社会・援護局（援護）援護課（内３４２５）
障害保健福祉部企画課施設管理室（内３０８３）

　⑤健康情報の共有システムの整備 健康局総務課保健指導室（内２３９８）

　⑥（社）日本透析医会災害情報ネットワークシステムの機能強化 健康局疾病対策課（内２３５５）
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Ⅱ　復興・円高対応のための雇用対策

項　　　　　目 担当部局課室名

１　被災地の本格的な雇用復興のための産業政策と一体となった雇用機会創出への支援

　①被災地での安定雇用の創出 職業安定局地域雇用対策室（内５８４６）

　②被災地での雇用モデルの創造 職業安定局地域雇用対策室（内５８４６）

２　震災及び円高の影響による失業者の雇用機会創出への支援 職業安定局地域雇用対策室（内５８４６）

３　震災や円高の影響を受けた者への就職支援

　①雇用調整助成金等の拡充 職業安定局雇用開発課（内５８７３、５７９２）

　②新卒者等の就職支援 職業安定局派遣・有期労働対策部企画課若年者雇用対策室（内５３３３）

　③障害者の就職支援 職業安定局高齢・障害者雇用対策部障害者雇用対策課（内５７８３）

　④長期失業者の就職支援 職業安定局首席職業指導官室（内５７７１）

　⑤農林漁業者の就労支援 職業安定局雇用開発課農山村雇用対策室（内５８５０）

　⑥復興工事に従事する建設労働者の教育訓練・雇用改善 職業安定局雇用開発課建設・港湾対策室（内５８０３）

４　ハローワークの機能・体制強化
職業安定局総務課公共職業安定所運営企画室（内５７１３）
職業安定局首席職業指導官室（内５７７１）

５　職業訓練の拡充等

　①公的職業訓練の拡充
職業安定局派遣・有期労働対策部企画課（内５２７３）
職業能力開発局能力開発課（内５９２４）

　②キャリア形成促進助成金の拡充 職業能力開発局育成支援課（内５９３８）

　③成長分野等人材育成支援事業の拡充
職業安定局雇用開発課（内５８０５）
職業能力開発局育成支援課（内５９３１）

６　労働者の労働条件の確保等
労働基準局監督課（内５５５６）
労働基準局勤労者生活課（内５３６３）

Ⅲ　その他

項　　　　　目 担当部局課室名

　台風等による被害を受けた水道施設等の復旧
医政局国立病院課（内２６１３）
健康局水道課（内４０２６）

 
  東日本大震災復興交付金

医政局指導課（内２５５１）
雇用均等・児童家庭局総務課（内７８３０）
老健局高齢者支援課（内３９２８）

項　　　　　目 担当部局課室名

　基礎年金国庫負担２分の１のための所要額の繰り入れ
年金局総務課（内３６４６）
年金局年金課（内３３３６）

　Ｂ型肝炎訴訟の給付金等の支払いのための基金の設置　 健康局結核感染症課（内２０９２）

　「平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」に基づく補正減額 雇用均等・児童家庭局育成環境課子ども手当管理室（内７９１３）
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